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金融監督等にあたっての留意事項について －事務ガイドライン－（第２分冊：保険会社関係） 

現行 改定案 

１－１３ インターネットによる商品販売の取扱い 

 

１－１４ 産業活力再生特別措置法に関する保険会社の留意事項について 

１－１４－１ 産活法第２条第２項第１号及び産活法の施行に係る指針（以下「施

行指針」という。）第３条の事業の構造の変更の定義について 

１－１４－２ 産活法第２条第２項第２号及び施行指針第６条、第８条、第９条の

事業革新の定義について 

１－１４－３ 産活法第３条第６項第１号及び我が国産業の活力の再生に関する

基本的な指針（以下「基本指針」という。）ニ．ロ．の事業再構築の認

定の基準について 

 

１－１５ その他 

１－１５－１ 証券業務関係について 

１－１５－２ 特定運用資産から除かれる国際機関に対する貸付金等について 

１－１５－３ 議決権の取得制限 

１－１５－４ 保険相互会社における社員配当規制の適用免除について 

１－１５－５ アームズ・レングス・ルール 

１－１５－６ 責任準備金対応債券 

１－１５－７ 保険料積立金 

１－１５－８ 主たる保険としている保険契約として区分される保険契約につい 

        て 

（５－１－１３に移設） 

 

１－１３ 産業活力再生特別措置法に関する保険会社の留意事項について 

１－１３－１ 産活法第２条第２項第１号及び産活法の施行に係る指針（以下「施

行指針」という。）第３条の事業の構造の変更の定義について 

１－１３－２ 産活法第２条第２項第２号及び施行指針第６条、第８条、第９条の

事業革新の定義について 

１－１３－３ 産活法第３条第６項第１号及び我が国産業の活力の再生に関する

基本的な指針（以下「基本指針」という。）ニ．ロ．の事業再構築の認

定の基準について 

 

１－１４ その他 

１－１４－１ 証券業務関係について 

１－１４－２ 特定運用資産から除かれる国際機関に対する貸付金等について 

１－１４－３ 議決権の取得制限 

１－１４－４ 保険相互会社における社員配当規制の適用免除について 

１－１４－５ アームズ・レングス・ルール 

１－１４－６ 責任準備金対応債券アームズ・レングス・ルール 

１－１４－７ 保険料積立金 

１－１４－８ 主たる保険としている保険契約として区分される保険契約につい 

        て 



  

 2

現行 改定案 

１－１５－９ 将来収支分析について 

１－１５－１０ 保険商品の認可・届出に係る審査期間の取扱い 

１－１５－１１ 保険主要株主 

１－１５－１２ システム統合等を伴う合併等について 

１－１５－１３ 保険商品等に係るプログラムミスの発生防止 

１－１５－１４ 再保険料または再保険金の額が事後的に調整される再保険の

取扱い 

 

 

 ３－６ 損害保険商品の届出等関係  

損害保険商品の届出等に対し、迅速かつ効率的な審査を行うため、審査実

務を行うに当たり以下の点に留意することとする。 

３－６－１ 審査に当たっての手順 

 

３－６－２ 特約自由方式等の取扱い 

 

３－７ 自動車保険関係 

 

３－８ 船主相互責任保険組合関係 

（略） 

３－９ 再保険に関するリスク管理 

（略） 

 

１－１４－９ 将来収支分析について 

（５－６－１に移設） 

１－１４－１０ 保険主要株主 

１－１４－１１ システム統合等を伴う合併等について 

１－１４－１２ 保険商品等に係るプログラムミスの発生防止 

１－１４－１３ 再保険料または再保険金の額が事後的に調整される再保険の

取扱い 

 

 

（削除） 

 

 

（５－６－２に移設） 

 

（５－３－２に移設） 

 

（５－３－３に移設） 

 

３－６ 船主相互責任保険組合関係 

（略） 

３－７ 再保険に関するリスク管理 

（略） 
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現行 改定案 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 保険商品審査関係 

保険会社から保険業法（以下「法」という。）の規定に基づき、生命保険又は損

害保険に係る新商品の創設もしくは既存商品の改定に係る認可申請・届出が行

われた場合の審査に当たっては、法第５条第１項第３号及び第４号並びに保険

業法施行規則（以下「規則」という。）第11条及び第12条に基づき審査を行うこと

とし、特に以下の点に留意することとする。 

 

 ５－１ 共通事項  

 

法第３条第４項第１号に掲げる保険（以下「第一分野」という。）、法第３条第５

項第１号及び第３号に掲げる保険（以下「第二分野」という。）、法第３条第４項第

２号及び第５項第２号に掲げる保険（以下「第三分野」という。）の商品審査に係

る共通事項として、特に以下の点に留意して審査することとする。 

 

５－１－１ 保障又は補償の内容 

(1) 保障又は補償（以下「保障等」という。）の内容が法第３条第４項から第６項

に適合しているか。 

(2) 保障等の内容が保険契約者等の需要及び利便に適合しているか。 

(3) 適正な死亡率や発生率が組み込まれているか、補償の内容が偶然性及び

損害のてん補性を有しているかなど、保険性の有無にかかる検討が十分行

われているか。 

(4) 支払事由に比して極端に高額な保険金が支払われるものや免責事由が極
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現行 改定案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

端に少ないもの、あるいは実損額を上回る保険金が支払われるものなどにつ

いては、射倖性が高いものとなっていたり、モラルハザードが生じやすいもの

となっていないか、検討が十分に行われているか。 

(5) 支払事由が明確なものとなっているか。 

 

５－１－２ 事業を行う地域 

保険商品の販売地域を合理的な理由なく制限するなど、差別的取扱いとなっ

ていないか。 

 

５－１－３ 商品名称（普通保険約款又は特約の名称） 

商品名称から想起される権利義務その他の内容が、保険契約者等に誤解さ

せるおそれのあるものとなっていないか。 

 

５－１－４ 危険選択 

(1) 被保険者の健康状態等に係る身体的危険及び被保険者の職業等に係る環

境的危険を適切に選択する方策を講じているか。 

(2) モラルリスクを排除する方策を適切に講じているか。 

(3) 無選択型商品については、逆選択の混入を避けるため、保障等の内容や

保険金額の水準など商品内容に適切な対応が図られたものとなっているか。 

無選択型商品…健康状態や職業などの告知や医師による診査なく加入でき

る保険商品 

 

５－１－５  告知項目 
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現行 改定案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  保険契約者又は被保険者に求める告知項目は、保険会社が危険選択を

行う上で必要なものに限定されているか。また、「趣味」など判断基準があ

いまいな用語は適当でないことに留意するものとする。 

 

５－１－６ 免責事由 

  免責事由については、公序良俗に反するものや会社の経営に影響を及ぼす

ような巨大リスクの排除に係るものなど公平性、合理性の点から問題のない内

容や明確な内容となっているか。 

 

５－１－７ 告知義務違反に基づく契約解除期間 

告知義務違反に基づく契約解除期間が、保険契約者等の保護の観点から、

不当に長期間のものとなっていないか。 

 

５－１－８ 保険金額・保険期間・契約年齢範囲 

(1) 保険金額・保険期間・契約年齢範囲が、公序良俗の観点から問題のない設

定となっているか。 

(2) 保険金額又は損害をてん補する割合、免責金額の設定については、モラル

リスク排除の観点から適切な検証を行った上で設定されているか。 

 

５－１－９ 保険契約者等（顧客を含む。）への説明事項 

低解約返戻金型商品、無選択型商品、マーケット・ヴァリュー・アジャストメント

を利用した商品及び転換に類似する取扱い等については、商品内容等を保険

契約者等に十分に説明する方策が講じられているか。 
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現行 改定案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５－１－１３へ移設） 

マーケット・ヴァリュー・アジャストメント…契約時と解約時の金利差によって生

じる運用対象資産の時価変動額を解約返戻金に反映させる仕組み 

 

５－１－１０ 解約返戻金の開示方法 

解約返戻金については、保険契約者等に明瞭に開示するため、保険証券等

に表示するか、又は、解約返戻金例表等を約款に掲載するなどの措置が講じら

れているか。 

 

５－１－１１ 保険約款の規定による貸付に関する事項 

契約者貸付制度を備えた保険商品については、契約者貸付限度額が、解約

返戻金額に対して妥当な金額になるものとなっているか。また、保険期間満了

前の一定期間は新規貸付を行わないなどの方策により、いわゆるオーバーロー

ンを防止するための適切な措置が講じられているか。 

 

５－１－１２ ステップアップ払込方式 

保険料額を上昇させる度合いについては、給付水準との関係で、契約当初の

低い保険料水準であっても、責任準備金が負値とならないように設定されている

か。 

ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ払込方式･･･契約当初の一定期間（例えば10年、15年）に払い込む

保険料を少なくし、その後の期間は契約当初より増額した保険料（例えば１.３

倍、１.５倍）を払い込むように、保険料を段階的に設定する方式。 

 

（１－１３から移設） 
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現行 改定案 

１－１３ インターネットによる商品販売の取扱い 

規則第１１条第２号の２の規定に基づき審査を行う場合にあっては、以下の点

に留意することとする。 

(略) 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

５－１－１３ インターネットによる商品販売の取扱い 

規則第１１条第２号の２の規定に基づき審査を行う場合にあっては、以下の点

に留意することとする。 

（略） 

  

５－１－１４ 特別勘定又は積立勘定を設ける商品 

経営方針に基づいた明確かつ具体的な資産運用に関する戦略目標に従い、

資産運用全体のリスクを管理する体制が整備されているか。資産運用全体のリ

スクを管理する部門を、運用部門及び収益管理部門から独立させることなどに

より、相互牽制機能が確保されているか。また、取締役会と資産運用リスク管理

部門の権限及び責任について明確にされているか。 

 

５－１－１５ 団体保険又は団体契約における退職者等の取扱い 

団体保険又は団体契約において、退職者及び退職者の配偶者等（以下本項

において「退職者等」という。）を引き続き被保険団体に含める場合には、以下の

点に留意して審査することとする。 

(1) 団体が、退職者等に係る異動状況の把握及び保険料の収納管理を適切に

行うための事務処理能力を有しているか。 

(2) 退職者等を被保険団体に含めること及び、これに伴って将来的に想定され

る退職者等の占める割合が上昇することによる影響を踏まえ、保険引受リス

クに見合った保険料又は配当方式等の設定となっているか。 

 

 ５－２ 第一分野  
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現行 改定案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

第一分野の商品審査に当たっては、特に以下の点に留意して審査することと

する。 

 

５－２－１ 逓増定期保険 

(1) 逓増定期保険については、保険本来の趣旨を逸脱するような募集活動につ

ながる、例えば、財テク等を主たる目的とする商品内容となっていないか。 

(2) 各年度における解約返戻金が当該年度の保険金額以下となっているか。 

 

５－２－２ 逓減定期保険 

逓減定期保険については、責任準備金の負値が発生していないか。 

 

５－２－３ 年金商品 

年金商品については、保険契約者等の保護の観点から、トンチン性が極度に

高くなっていないか。 

 

５－２－４ 任意加入制団体定期保険 

(1) 最低被保険者数・加入率について、安定的かつ良好な制度運営となるよう

な設定となっているか。 

(2) 実質的な保険料が、保険引受リスクに見合ったものとなるような商品設計ま

たは配当方式となっているか。 

 

 ５－３ 第二分野  
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現行 改定案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５－３－２へ移設） 

３－６－２ 特約自由方式等の取扱い 

（略） 

 

（５－３－３へ移設） 

３－７ 自動車保険関係 

（略） 

 

第二分野の商品審査に当たっては、特に以下の点に留意して審査することと

する。 

５－３－１ 団体扱・集団扱の取扱い 

(1) 対象契約者の範囲が、福利厚生制度等の団体扱・集団扱の趣旨・目的

に照らして、合理的かつ妥当な範囲となっているか。 

(2) 団体扱・集団扱を導入している保険種目で制度の整合性が確保されて

いるか。 

(3) 団体扱・集団扱に係る割増引の新設（改定を含む。）について、以下の点

を考慮しているか。 

① 損害率に応じた割増引において、リスクが少ない一部の契約の損害率

に基づいて合理的な理由なく全体の割増引を決定する等、リスク評価の

観点から合理性を欠くものとなっていないか。 

② 引受件数の増加に伴う社費削減効果による割引において、当該団体また

は集団以外の引受件数を含めて割引率の算出が行われていないか。 

 

（３－６－２から移設） 

５－３－２ 特約自由方式等の取扱い 

(略) 

 

（３－７から移設） 

５－３－３ 自動車保険関係 

（略） 
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現行 改定案 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－３－４ 事業活動損害保険等の取扱い 

事業活動に伴い、事業者が被る損害をてん補する保険（規則第８３条第３

号イからヌまで及びワからエまでに掲げる保険、並びに自動車の管理及び運

行を対象とするものを除き、人の身体に関する状態、治療及び死亡によるも

のを含む。）については以下の点に留意して審査する。 

(1) 人の身体に関する状態、治療及び死亡を原因として発生した費用支出

（約定履行に基づくものを含む。）、期待利益の喪失を損害として担保する

保険を新設、改定する場合は、規則第８３条第３号テかっこ書の規定によ

り、認可申請されているか（ただし、興行中止保険、生産物回収費用保険な

ど人の身体に関する状態、治療及び死亡と関わりがないところで損害額が

明確となっている保険、及びレジャー・サービス施設費用保険など事業者

が事業活動の行われる時間及び場所で生じた傷害又は疾病による人の死

亡に起因して支払う見舞金その他これに準ずる費用をてん補する保険に

ついては認可を要しないことに留意する）。 

(2) 商品の内容が第一分野又は第三分野の商品を潜脱するものとなってい

ないか。 

(3) 人の身体に関する状態、治療及び死亡を事由として直接的に当該人に

保険金を支払う又は損害をてん補する傷害保険、医療保険等の保険と同

様の事由により損害をてん補する保険の保険料については、傷害保険、

医療保険等の料率と整合性の取れた合理的なものとなっているか。 

(4) 従業員等に疾病死亡が発生したことに伴い事業者が死亡した者の遺族

に葬祭見舞金、葬祭費用等の支払を行うことを損害としててん補する保険
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現行 改定案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

については、損害のてん補性を確保するため、社会通念上妥当な葬祭費

用の金額の範囲内のものとなっているか。 

(5) 他人の生命の保険契約と同様のモラルリスクのおそれがある場合には、

３－１－３に留意して適切なモラルリスク排除のための措置を講じている

か。 

 
５－３－５ 約定履行費用保険の取扱い 

事業活動損害保険のうち事業者が、一定の偶然な事由が生じたときに、一

定の金銭給付等の債務を履行又は免除する旨の約定を第三者との間で締

結している場合において、約定の履行によって当該事業者が被る損害をてん

補する保険については以下の点に留意して審査する。 

(1) 公序良俗に反する約定の履行によって被る損害をてん補するものとなっ

ていないか。 

(2) 約定における権利・義務の所在が第三者において明らかであり、保険金

の支払によって事業者に不当利得が生じるものとなっていないか。 

 

 

 ５－４ 第三分野  

 

第三分野の商品審査に当たっては、特に以下の点に留意して審査することと

する。 

 

５－４－１ 入院・通院支払限度日数 
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入院（通院を含む。以下同じ。）日数に応じて給付金を支払う保険（特約）に係

る１入院の支払日数限度又は通算の支払日数限度の設定については、保険数

理上の合理性及びモラルリスク排除の観点から適切な検証を行った上で設定さ

れているか。 

 

 

 ５－５ 保険数理  

 

保険料及び責任準備金の算出方法書（以下「算出方法書」という。）の審査に

当たっては、特に以下の点に留意することとする。 

 

５－５－１ 保険料 

(1) 保険料の算出方法については、十分性や公平性等を考慮して、合理的かつ

妥当なものとなっているか。 

(2) 保険料については、被保険者群団間及び保険種類間等で、不当な差別的

扱いをするものとなっていないか。 

(3) 予定発生率又は予定解約率については、合理的かつ客観的な基礎データ

に基づいて算出が行われ、かつ、基礎データの信頼度に応じた補整が行わ

れているか。 

(4) 予定利率については、保険種類、保険期間、保険料の払方、運用実績や将

来の利回り予想等を基に、合理的かつ長期的な観点から適切な設定が行われ

ているか。 

(5) 予定利率変動型商品の予定利率については、保険契約者等の保護の観点
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から、恣意性のない合理的な見直しルールが定められているか。 

(6) 予定事業費率（事業費の割引を含む。）の設定については、保険種類間の

公平性が損なわれておらず、事業費の支出見込額に対して妥当なものとなっ

ているか。 

(7) 保障等の内容の改定に伴って、料率の改定を行っていない場合において、

料率改定の必要性について十分な検証を行っているか。 

（注）比較的長期に亘り料率改定を行っていない保険商品については、適宜、

料率水準の妥当性等について検証が必要となることに留意する。 

 

５－５－２ 責任準備金 

(1) 第一分野及び第三分野において、標準責任準備金対象契約については

標準責任準備金を、標準責任準備金対象外契約（金融庁告示第２４号（平

成１３年３月３０日）第二号に規定する保険期間１０年以下の積立傷害保険

等を除く。）については平準純保険料式責任準備金を積み立てるものとな

っているか。 

(2) 第一分野及び第三分野において、保険会社の業務又は財産の状況及

び保険契約の特性等に照らし特別な事情がある場合に、保険数理に基づ

き、合理的かつ妥当なものとして、いわゆるチルメル式責任準備金の積立

てを行っている場合には、新契約費水準に照らしチルメル歩合が妥当なも

のとなっているか。 

(3) 上記(2)の場合には、標準責任準備金・平準純保険料式責任準備金の積

み立てに向け、計画的な積み増しを行うこととなっているか。 

(4) 特定の疾病による所定の状態、所定の身体障害の状態、所定の要介護
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状態その他の保険料払込の免除事由に該当し、以後の保険料払込が免

除されることとなった保険契約のうち、自動更新可能な保険契約に係る責

任準備金については、最終の保険期間満了日まで全ての自動更新が行

われるものとして計算した金額を積み立てることとなっているか。 

(5) 危険準備金Ⅰにおける「その他のリスク」に係る積立基準及び積立限度の

設定については、手術給付、介護給付その他の保険給付のリスクに応じたも

のとなっているか。 

 

５－５－３ 契約者価額 

解約返戻金については、支出した事業費及び投資上の損失、保険設計上の

仕組み等に照らし、合理的かつ妥当に設定し、保険契約者にとって不当に不利

益なものとなっていないか。 

 

５－５－４ 過去の損害率等による割増引の適用 

疾病系（医療、がん、介護等）の定額給付型保険（特約を含む。）について、過

去の損害率（支払率を含む。）による割増引を適用することができる旨を算出方

法書に定めようとする場合には、以下の点に留意して審査することとする。 

(1) 割増引の対象保険（特約を含む。）が、企業等の団体を保険契約者とする保

険期間１年以下の疾病系の定額給付型保険（特約を含む。）であるか。 

(2) 割増引に使用する実績については、次の要件を全て満たす保険契約の１年

以上の保険成績を確認する規定となっているか。 

イ 当該団体を対象としている契約であること 

ロ 主たる担保危険が重複する定額給付型の団体保険契約（ただし、主たる
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（新設） 

 

担保危険が専ら傷害又は就業不能状態になることとなっている保険契約は

除く。）であること 

(3) (2)の保険契約の引受保険会社が他社である場合には、次の要件を全て満

たす場合に限り、引受保険会社等が作成した資料等（以下「当該資料等」とい

う。）により、自社の保険料率で引受を行った場合の保険料を算出し、この保

険料に基づき適用することが可能な規定となっているか。 

イ 当該資料等が信頼性及び客観性を有すること 

ロ 当該資料等の前提となっている担保条件及び当該契約の過去の実績に

基づき、自社の保険料率で引受を行った場合の保険料を算出すること 

ハ 当該資料等の前提となっている免責期間等の担保条件が自社の保険料

率の前提となっている担保条件と異なる場合は、自社料率の算出方法に準

じて合理的な方法で修正を行うこと。 

 

５－５－５ 各種割引制度 

(1) 割引の新設（改定を含む。）については、当該割引が数理的にみて合理的

であるとともに、他の割増引制度との整合性、割引導入後の収支均衡、保険

契約者間の公平性確保等に照らして問題がないものとなっているか。 

(2) 第二分野の割引の新設について、装置・サービスの普及促進のみを目的と

する等、数理的にみて合理的でない割引となっていないか。 

 

 

 ５－６ 審査手続  
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（５－６－１へ移設） 

１－１５－１０ 保険商品の認可・届出に係る審査期間の取扱い 

保険商品の認可・届出に係る審査期間は、認可については規則第２４６条第

１項第１３号に規定する標準処理期間として９０日、また、届出については法第１

２５条第１項により９０日とされているところであるが、商品開発の迅速化に資す

るという観点から、審査期間の短縮に努めるものとする。 

 特に、認可申請・届出のうち、定型化された簡易なものや他社の既存の保険

商品と実質的に同等の内容を有するもの（損害保険の場合には、届出内容評価

表又は認可申請内容評価表を用いて迅速かつ効率的な審査を行うことが可能

であるもの（３－６－１参照）に限る。）については、原則として６０日以内に審査

を終えることとする。 

 

 

（５－６－２へ移設） 

３－６－１ 審査に当たっての手順 

審査に当たっては、届出又は認可申請に際し保険会社が法令上の審査基準

の各項目に沿って作成した届出内容評価表（別紙１）又は認可申請内容評価表

（別紙２）に所定の内容を記載したうえでこれを添付している場合には、当該評

価表を用いて迅速かつ効率的な審査を行うこととする。この場合、当該評価表

が添付されていても、当該評価表の記載が不十分で補正が必要と認められる場

合、評価表の記載内容に関し保険会社から十分な説明が得られない場合及び

商品審査に当たっては、特に以下の点に留意することとする。 

 

（１－１５－１０から移設） 

５－６－１ 保険商品の認可・届出に係る審査期間の取扱い 

保険商品の認可・届出に係る審査期間は、認可については規則第２４６条第

１項第１２号に規定する標準処理期間として９０日、また、届出については法第１

２５条第１項により９０日とされているところであるが、商品開発の迅速化に資す

るという観点から、審査期間の短縮に努めるものとする。 

 特に、認可申請・届出のうち、定型化された簡易なものや他社の既存の保険

商品と実質的に同等の内容を有するもの（５－６－２に規定する評価表等を用い

て迅速かつ効率的な審査を行うことが可能であるものに限る。）については、原

則として６０日以内に審査を終えることとする。 

 

 

 

（３－６－１から移設） 

５－６－２ 保険商品審査に当たっての手順 

審査に当たっては、届出又は認可申請に際し保険会社が法令上の審査基準

の各項目に沿って作成した届出内容評価表（別紙１又は別紙２）もしくは認可申

請内容評価表（別紙３又は別紙４）又は概要書（別紙５～７）に所定の内容を記

載したうえでこれを添付している場合には、当該評価表又は概要書（以下「評価

表等」という。）を用いて迅速かつ効率的な審査を行うこととする。この場合、当

該評価表が添付されていても、当該評価表等の記載が不十分で補正が必要と
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必要と認められる資料の添付が不十分な場合については、上記「所定の内容」

を記載したことにはならないことに特に留意する必要がある。 

 

認められる場合、評価表等の記載内容に関し保険会社から十分な説明が得ら

れない場合及び必要と認められる資料の添付が不十分な場合については、上

記「所定の内容」を記載したことにはならないことに特に留意する必要がある。 

 

 

 



   

 1

 

金融監督等にあたっての留意事項について －事務ガイドライン－（第２分冊：保険会社関係） 

現行 改定案 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（別紙１） 

１．届出内容評価表（生命保険会社用）    ○○○○生命○○会社 
（１）届出に係る商品の内容（種目、編等） 

 
 
（２）届出の概要 

 
 
（３）届出商品の概要 
 

 
 

 
 保険契約者 

 
 被保険者 

 
 該当(複数可) 

 一般勘定  □ 
 
 企業・団体 

 
 個人 

 
 

 
 特別勘定  □ 

  
個人 

 
 個人 

 
 

 
（４）届出手続 
  (a)保険商品の新設    □  以下全項目について評価のこと 
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  (b)既存保険商品の変更  □  変更部分について評価のこと 
    (基礎書類のうち変更のない書類については、記載不要) 

特約条項の変更         □ 
(特約条項以外の)事業方法書の変更    □ 
普通保険約款の変更         □  
算出方法書の変更           □ 

 
  (複数可) 
 

   (ｃ)届出内容 
    関係法令の改正に伴う形式的変更や単純な字句の修正等 □ 

 他社の既存商品と実質的に同等の商品         □ 
     実質的に同等であることを示す参考資料の添付 
              あり □ なし □ 
 
（５）届出事項の記述等の確認 

責任をもった複数段階チェック済 □  未済 □ 
 
（６）全般的事項 

事業方法書等の各記載が保険業法等に沿ったものであるか 
沿ったものである  □  問題点あり □ 

 
 
２．事業方法書・普通保険約款 
注・事業方法書・普通保険約款に変更ない場合には記載不要。 

問題なし □ 
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懸念あり □ 

 

  変更の場合は、その変更項目について
評価を記載する。 

  普約・特約の複数の変更(新設を含む)
がある場合には、 

  必要に応じ各１通とすることも可。 
  届出書類等の該当(関連)ページを右欄
に付記する。 

不適切  □ 

          (複数通の場合) 変更項目         
 
（１）保険契約の内容が、契約者等の保護に欠けるおそれのないこと(法
第５条第１項第３号イ) 

おそれなし □    あり □ 
①保険金等の支払事由 

   特段の条件なし   □     あり □ 
 
 

 
②保険金等の額 

   約後の変動を予定しない□  する  □ 
 
 

 
③保険金等の支払方法 

    特段の不便や不利益なし□   あり□ 
 
④保険料の額 

   契約後の変動を予定しない □ する□ 
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⑤保険料の追加 

   契約後の追加負担を予定しない□ する□ 
 
 

 
⑥保険料の支払方法 

   特段の不便や不利益なし□ あり□ 
 
 

 
⑦契約継続中の権利義務 

   特段の制約なし □  あり□ 
(解約権、自動解約要件、復活、貸付、 
その他の義務等) 

 
⑧契約後の保険会社の契約内容変更権 

   なし □ あり□ 
 
 

 
⑨契約締結等手続の方法 
契約者の保護に欠けるおそれなし□ あり□ 

 
 

 
⑩その他契約者の立場を不安定にする要素 

    なし□  あり□ 

 
 

 
（２）保険契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いを

するものではないこと(同号ロ)   
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不当な差別的取扱い  なし □  あり □ 
 
①契約相手による契約適用上の相違(年齢、性別以外
の理由によるもの)      なし □ あり □

 
 

     ある場合には相違点 その理由・根拠 
②引受の拒否 
自己申告(告知)結果による      □ 
診査結果による          □ 
契約対象者の範囲を細分限定     □ 
その他による拒否予定あり     □ 

 
（３）保険契約の内容が、公序良俗を害する行為を助長・誘発するおそ

れのないこと(同号ハ) 
     おそれなし □ おそれあり □ 
 
①保険金等の支払事由等(免責事由を含む) 

問題なし □  懸念あり □ 
 
 

 
②契約存続のための条件   

問題なし □   懸念あり□ 

 

 
③不当利得を生ずる可能性  なし□  あり□  
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④逆選択を促す可能性    なし□  あり□ 

 
 
⑤契約手続、支払審査手続の確実性 

確実 □  その他 □ 

 

 

 
（４）権利義務その他保険契約の内容が、明確かつ平易に定められたも

のであること(同号ニ)    明確平易 □   その他 □ 
①誤字脱字落丁等          なし □ あり □ 
②条文等の内容・関係について矛盾  なし □ あり □ 
③意味不明や難解な部分       なし □ あり □ 
④文言や表現に誤解を招くおそれ   なし □ あり □ 
⑤権利義務が全て明確か        
明確 □    必ずしも明確でない部分あり □ 

⑥保険契約者に十分読める明確な約款等を予定しているか 
予定 □ その他□ 

⑦契約の重要な要素を契約者に明確に理解できる方法を予定して

いるか        予定 □ その他□ 
 
（５）保険契約の内容が、需要及び利便に適合した妥当なものであるこ

と(同号ホ、規則第１１条第１号) 
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適合 □ 妥当 □  

 
（６）被保険者の同意の方式が書面同意、その他これに準じた方式であ

り、明瞭に定められていること(同条第２号)   
本項無関係 □  関係あり □ 

①契約者と被保険者の関係 
 同一人  □     別人  □ 

 

 
②被保険者の死亡に対して保険金等の支払 

なし □ あり □  

 
③（①「別人」かつ②「あり」の場合）同意方式 

適正 □ その他□  

 
（７）電気通信回線を利用して、契約申込等を行う場合の措置が講じら

れていること(同条第２号の２) 
        本項無関係 □  適正  □  その他 □ 
 
（８）解約による返戻金の開示方法(同条第３号) 

適正明瞭 □ その他□  

 
（９）保険金の支払基準及び限度額が適正であること(同条第４号) 
           適正 □ その他□ 
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①保険金の支払基準 
支払対象事由     適正 □ その他□  

 
支払対象範囲     明確 □ その他□  

 
モラルリスクを招くおそれ なし□  あり□  

 
明確さ         明確 □ その他□  

  
②保険金の限度額 
モラルリスクを招くおそれ   なし□  あり□  

 
（10）特別勘定の財産の運用に係る体制が適正(同条第６号) 
特別勘定を設けない □  適正 □  その他 □  

 
（11）業務又は事務を委託する場合において、保険業に係る業務を的確、
公正かつ効率的に遂行できる(同条第７号) 

事務等の委託を行わない     □ 
他商品一般の委託と同様    □ 
的確公正効率的に遂行できる  □ 
懸念あり            □ 
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現行 改定案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．算出方法書 
注・算出方法書に変更ない場合には記載不要。変更の場合は、 

  問題なし □ 
    懸念あり □ 
    不適切  □ 
 

その変更項目について評価を記載する。 
性質の異なる複数の変更(特約の新設・変更
を含む)がある場合には、必要に応じ各１通
とすることも可。 
届出書類等の該当(関連)ページを右欄に付
記する。 

 

              (複数通の場合) 変更項目       

 
  保険契約の種類 

標準責任準備金対象契約 □  標準責任準備金対象外契約 □ 
             理由 

 

 

毎年配当  □   無配当  □   その他の配当方式  □ 
変額 □  その他 □ 
死亡・生存に対する給付 □ 疾病に対する給付 □ 年金 □ 

その他 □ 
保険期間 
１年以下 □  １年～５年 □  ５年～10年 □ 
10年～20年 □   20年～30年 □   30年以上 □ 
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現行 改定案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（１）保険料及び責任準備金が保険数理に基づき合理的・妥当であるこ

と(法第５条第１項第４号イ)    合理的妥当 □  その他 □ 
 
①保険料の計算基礎 
予定死亡率     標準生命表 □ その他 □ 
予定発生率    公的データ等□ その他 □ 

 

 
 

  基礎データの補整 
  標準生命表と同様 □  特約の条項に合致しているなど合理的 □ 
 

予定利率     標準利率 □  その他 □  

 
  利率変動型商品の場合、利率設定根拠と運用対象資産、運用期間と

の整合性 
   あり □   なし □   その他  □ 
 

 

 

  予定事業費率 
 

設定方法     合理的  □ その他 □ 
新契約費（  ％） 

 

 
 

維持費率（  ％） 
集金費率（  ％） 
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現行 改定案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 
類似商品との水準  同程度 □ その他 □ 
引き下げる場合  対応する経費削減策   あり □  なし□ 
その他の計算基礎率  なし □  あり □（名称      ） 
法令及び数理に基づいた保険料の計算  適当  □ その他 □ 

 
②責任準備金の計算基礎(保険料の計算基礎と異なる場合に記入) 

 
予定死亡率     標準生命表 □ その他 □ 
予定発生率   公的データ等□ その他 □ 

 
予定利率     標準利率  □ その他 □ 

（   ％） 
 
  その他の計算基礎率  なし□  あり □（名称      ） 
  法令及び数理に基づいた責任準備金の計算  適当  □その他 □ 
      （健全性の確保  問題なし □ その他 □ ） 
   責任準備金の積立方式  標準対象契約 標準     □ その他 □ 
              標準対象外契約 平準純保 □  その他 □ 
 
③割引等の設定 
設定なし    □  数理上適当な設定  □ 
数理上の根拠弱い □ 
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現行 改定案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
④計算の基礎等の信頼性 

 

あり □  根拠が弱い □   なし □ 
 

 

 
 

⑤記載が確実か 
   誤字誤記等   なし □  あり □ 
 

計算間違い    なし □  あり □ 
 

（２）保険料に関し、特定の者に対して不当に差別的な取扱いをするも

のではないこと(同号ロ） 
      不当に差別的取扱いなし □ あり □ 
 ①契約相手による保険料の適用上の相違 
               なし □ あり □ 
      ある場合は相違点 その理由・根拠 
 
（３）契約者価額の計算が保険契約者にとって不当に不利益なものでな

いこと(規則第１２条第１号) 
①解約返戻金の水準  適当□ その他□  
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現行 改定案 

（別紙１）

１．届出内容評価表                                      

(1)～(2)  （略） 

(3) 届出商品の販売対象等 

（ｃ） 届出内容 

□ 関係法令の改正に伴う形式的変更や単純な字句の修正等 

□ 他社の既存商品と実質的に同等の商品 

□ その他  

 

 

 

(4)～(8)  （略） 

（9）保険金の支払基準及び限度額が適正であること(同条第４号）  

       ③（①又は②行うの場合）保険金の支払基準・限度額 

                    適正 □  その他 □ 

 

 

 

（４）保険料以外の部分に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱い

をするものでないこと(規則第１２条第２号) 
                  あり □ なし  □ 
 
 

（別紙２） 

１．届出内容評価表（損害保険会社用）            ○○○○保険株式会社 

(1)～(2)  （略） 

(3) 届出商品の販売対象等 

（ｃ） 届出内容 

□ 関係法令の改正に伴う形式的変更や単純な字句の修正等 

□ 他社の既存商品と実質的に同等の商品 

実質的に同等であることを示す参考資料の添付 

  □あり  □なし   

□ その他  

 

(4)～(8)  （略） 

（9）保険金の支払基準及び限度額が適正であること(同条第４号）  

       ③（①又は②行う場合）保険金の支払基準・限度額 

                    適正 □  その他 □ 
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現行 改定案 

３．算出方法書 

 (1) 算出方法書が保険数理に基づき合理的・妥当であること(法第５条第１項第

４号イ）  

 

数理計算の基礎 

純率 

算定会参考純率□  自社固有データ実績   □ 

その他        □  他の国内データ等実績 □ 

海外のデータ等実績   □ 

上記の混合使用      □ 

 

(2)～(3)  略 

 

（新設） 

３．算出方法書 

 (1) 算出方法が保険数理に基づき合理的・妥当であること(法第５条第１項第４

号イ）  

 

数理計算の基礎 

純率 

算出機構参考純率□  自社固有データ実績   □ 

その他        □  他の国内データ等実績  □ 

海外のデータ等実績    □ 

上記の混合使用         □ 

 

(2)～(3)  略 

 

(4) 自動車保険の場合、危険要因、料率格差、料率幅等の要件を満たすもので

あること（規則第１２条第４号） 

                  全て満たす  □   その他  □ 

 

①料率の算出に用いる危険要因 

年齢□    性別□   運転歴□         左記の 

                              もののみ □ 

使用目的□ 使用状況□  地域  □  

                             その他  □ 

種別  □  安全装置□   所有台数□      使用 
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現行 改定案 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②料率格差 

統計・保険数理に基づく □   その他 □ 

年齢格差   ３倍以下 □   ３倍超 □   

性別格差    1.5倍以下 □    1.5倍超 □     

地域格差    1.5倍以下 □    1.5倍超 □ 

 （地域区分   適当 □   その他 □） 

 

③料率幅 

          ±12.5％以内 □   その他 □   

 

 

（別紙３） 
１．認可申請内容評価表（生命保険会社用）  ○○○○保険○○会社 
 
（１）認可申請に係る商品の内容（種目、編等） 
 

 
 

（２）認可申請の概要 
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現行 改定案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（３）認可申請商品の概要 
 

 

 

 

 保険契約者 

 

 被保険者 

 

 該当(複数可) 

  一般勘定  □ 
 
 特別勘定  □ 

 
 企業・団体 

 

 個人 

 

 
 

個人 
 

 

 個人 
 

 

 
 

 
（４）申請手続 
  (a)保険商品の新設    □ 以下全項目について評価のこと 
  (b)既存保険商品の変更  □ 変更部分について評価のこと 
   (基礎書類のうち変更のない書類については、記載不要) 

特約条項の変更    □ 
(特約条項以外の)事業方法書の変更   □ 
普通保険約款の変更         □ 
算出方法書の変更          □ 

 
  (複数可) 
 

   ⒞申請内容 
     関係法令の改正に伴う形式的変更や単純な字句の修正等 □ 
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現行 改定案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     他社の既存商品と実質的に同等の商品         □ 
       実質的に同等であることを示す参考資料の添付 
                   あり □ なし □ 
 
（５）申請事項の記述等の確認 

   責任をもった複数段階チェック済 □  未済 □ 
 
（６）全般的事項 

    事業方法書等の各記載が保険業法等に沿ったものであるか 
           沿ったものである  □   問題点あり □ 
 
２．事業方法書・普通保険約款 
 注・事業方法書・普通保険約款に変更ない場合には記載不要。 

 問題なし □ 
     
   懸念あり □ 
 

変更の場合は、その変更項目について評価

を記載する。 
普約・特約の複数の変更(新設を含む)があ
る場合には、必要に応じ各１通とすること

も可。 
申請書類等の該当(関連)ページを右欄に付
記する。 

不適切  □ 

              (複数通の場合) 変更項目         
（１）保険契約の内容が、契約者等の保護に欠けるおそれのないこと(法
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現行 改定案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５条第１項第３号イ) 
        おそれなし □    あり □ 
 
①保険金等の支払事由 

    特段の条件なし □       あり □ 

 

 
②保険金等の額 

       契約後の変動を予定しない □  する  □ 

 
 

 
③保険金等の支払方法 

    特段の不便や不利益なし□   あり □ 

 
 

 
④保険料の額 

 契約後の変動を予定しない □ する□ 

 
 

 
⑤保険料の追加 

 契約後の追加負担を予定しない□ する□ 

 
 

 
⑥保険料の支払方法 

 特段の不便や不利益なし□  あり□ 

 

 
⑦契約継続中の権利義務 

特段の制約なし □  あり□ 
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現行 改定案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(解約権、自動解約要件、復活、貸付、その他の義務等) 

 
⑧契約後の保険会社の契約内容変更権 

なし □     あり □ 

 

 

 
⑨契約締結等手続の方法 

契約者の保護に欠けるおそれなし□ あり□ 

 

 

 
⑩その他契約者の立場を不安定にする要素 

なし □       あり□ 

 

 

 
（２）保険契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱い

をするものではないこと(同号ロ) 
  不当な差別的取扱い  なし □ あり □ 

 
①契約相手による契約適用上の相違(年齢、性別以外
の理由によるもの)    なし □  あり □ 

 

 

        ある場合には相違点 その理由・根拠 
②引受の拒否 
   自己申告(告知)結果による     □ 
   診査結果による          □ 
   契約対象者の範囲を細分限定     □ 
   その他による拒否予定あり     □ 
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現行 改定案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（３）保険契約の内容が、公序良俗を害する行為を助長・誘発するお

それのないこと(同号ハ)   おそれなし □  おそれあり □ 

 
①保険金等の支払事由等(免責事由を含む) 

問題なし □ 懸念あり □ 
 
 

 
②契約存続のための条件  問題なし□ 懸念あり□  

 
③不当利得を生ずる可能性  なし□   あり□  

 
④逆選択を促す可能性     なし□   あり□  

 
⑤契約手続、支払審査手続の確実性 

     確実□    その他 □ 

 

 

 
（４）権利義務その他保険契約の内容が、明確かつ平易に定められた

ものであること(同号ニ)      明確平易 □   その他 □ 
①誤字脱字落丁等            なし □ あり □ 
②条文等の内容・関係について矛盾      なし □ あり □ 
③意味不明や難解な部分          なし □ あり □ 
④文言や表現に誤解を招くおそれ       なし □ あり □ 
⑤権利義務が全て明確か       明確 □  
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現行 改定案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必ずしも明確でない部分あり □  

 
⑥保険契約者に十分読める明確な約款等を予定して

いるか          予定 □ その他□ 

 

 

 
⑦契約の重要な要素を契約者に明確に理解できる方

法を予定しているか     予定 □  その他□ 

 

 

 
（５）保険契約の内容が、需要及び利便に適合した妥当なものである

こと(同号ホ、規則第１１条第１号) 

適合□     妥当□ 
 

（６）被保険者の同意の方式が書面同意、その他これに準じた方式で

あり、明瞭に定められていること(同条第２号) 
  本項無関係□     関係あり□ 

 
①契約者と被保険者の関係  同一人□  別人□  

 
②被保険者の死亡に対して保険金等の支払 

なし □  あり □

 

 

 
③（①「別人」かつ②「あり」の場合）同意方式 

適正 □   その他□ 
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現行 改定案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（７）電気通信回線を利用して、契約申込等を行う場合の措置が講じ

られていること(同条第２号の２) 
        本項無関係 □  適正  □  その他 □ 

 
（８）解約による返戻金の開示方法(同条第３号) 

適正明瞭 □   その他□ 
 
（９）保険金の支払基準及び限度額が適正であること(同条第４号) 

     適正 □   その他□ 

 
①保険金の支払基準 

支払対象事由      適正 □ その他□ 

 
 

支払対象範囲      明確 □ その他□  

 
モラルリスクを招くおそれ なし□  あり□  

 
明確さ        明確 □ その他□  

   
②保険金の限度額 
 

モラルリスクを招くおそれ なし□  あり□
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現行 改定案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）特別勘定の財産の運用に係る体制が適正(同条第６号) 
特別勘定を設けない □ 適正 □ その他 □  

 
（11）業務又は事務を委託する場合において、保険業に係る業務を
的確、公正かつ効率的に遂行できる(同条第７号) 

事務等の委託を行わない     □ 
他商品一般の委託と同様    □ 
的確公正効率的に遂行できる  □ 
懸念あり           □ 

 

 
 

 
 

３．算出方法書 
注・算出方法書に変更ない場合には記載不要。変更の場合は、 

    問題なし □ 
   懸念あり □ 
   不適切  □ 

 

その変更項目について評価を記載する。 
性質の異なる複数の変更(特約の新設・変更
を含む)がある   
場合には、必要に応じ各１通とすることも可。

申請書類等の該当(関連)ページを右欄に付記
する。 

 

         (複数通の場合) 変更項目         
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現行 改定案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
保険契約の種類 
 標準責任準備金対象契約 □  標準責任準備金対象外契約 □ 
  理由 

 
 

毎年配当 □  無配当 □  その他の配当方式 □ 
変額 □  その他 □ 
死亡・生存に対する給付 □  疾病に対する給付 □ 
年金 □ その他 □ 

 
保険期間 
１年以下 □ １年～５年 □ ５年～10年 □ 10年～20年 
□ 20年～30年 □  30年以上 □ 

 
（１）保険料及び責任準備金が保険数理に基づき合理的・妥当であ

ること(法第５条第１項第４号イ) 
   合理的妥当 □ その他 □ 

 
  ①保険料の計算基礎 

 

予定死亡率    標準生命表 □ その他 □ 
予定発生率   公的データ等□ その他 □ 
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現行 改定案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 基礎データの補整 
  標準生命表と同様□ 
 

予定利率    標準利率 □  その他 □ 
 

  利率変動型商品の場合、利率設定根拠と運用対象資産、運用期
間との整合性    あり □  なし □ 

 
   
予定事業費率 

設定方法     合理的  □ その他 □ 
新契約費（  ％） 

 

 
 

              維持費率（  ％） 
              集金費率（  ％） 
              その他 
   類似商品との水準  同程度 □ その他 □ 
   引き下げる場合  対応する経費削減策 あり □ なし□ 
   その他の計算基礎率  なし□  あり□（名称     ） 

    法令及び数理に基づいた保険料の計算  適当 □ その他 □ 

 
  ②責任準備金の計算基礎(保険料の計算基礎と異なる場合に記
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現行 改定案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入) 

 
 

予定死亡率   標準生命表 □ その他 □ 
予定発生率 

 

 
 

予定利率      標準利率 □ その他 □ 
（   ％） 

 

 
 

 その他の計算基礎率    なし □  あり □（名称    ） 
法令及び数理に基づいた責任準備金の計算  適当□ その他□ 

      （健全性の確保  問題なし □ その他 □ ） 
   責任準備金の積立方式  標準対象契約  標準  □ その他 □ 
            標準対象外契約 平準純保 □  その他 □ 

 
  ③割引等の設定 

 

設定なし  □  数理上適当な設定  □
数理上の根拠弱い □ 

 

 
 

 
  ④計算の基礎等の信頼性 
 

あり □ 根拠が弱い □  なし □ 
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現行 改定案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  ⑤記載が確実か 
    誤字誤記等   なし □  あり □ 
 

計算間違い      なし □ あり □ 
 

 

 
 

 
（２）保険料に関し、特定の者に対して不当に差別的な取扱いをす

るものではないこと(同号ロ） 
      不当に差別的取扱い  なし □ あり □ 
  ①契約相手による保険料等の適用上の相違 
                 なし □ あり □ 
      ある場合は相違点 その理由・根拠 

 
（３）契約者価額の計算が保険契約者にとって不当に不利益なもの

でないこと(規則第１２条第１号) 
 ①解約返戻金の水準 

 

  適当□ その他□ 

 

 

 
（４）保険料以外の部分に関し、特定の者に対して不当な差別的取

扱いをするものでないこと(規則第１２条第２号) 
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現行 改定案 

 

 

（別紙２）

１．認可申請内容評価表                                     

(1)～(2)  （略） 

(3) 届出商品の販売対象等 

（ｃ） 届出内容 

□ 関係法令の改正に伴う形式的変更や単純な字句の修正等 

□ 他社の既存商品と実質的に同等の商品  

□ その他  

 

 

 

２．事業方法書・普通保険約款 

(1)～(8)  （略） 

(9) 保険金の支払基準及び限度額が適正であること(同条第４号）         

③（①又は②行うの場合）保険金の支払基準・限度額 

                    適正 □  その他 □ 

 

（10）～（12） （略） 

（新設） 

 

 

                  あり □ なし  □ 
 

（別紙４） 

１．認可申請内容評価表（損害保険会社用）         ○○○○保険株式会社 

(1)～(2)  （略） 

(3) 届出商品の販売対象等 

（ｃ） 届出内容 

□ 関係法令の改正に伴う形式的変更や単純な字句の修正等 

□ 他社の既存商品と実質的に同等の商品 

実質的に同等であることを示す参考資料の添付 

  □あり  □なし   

□ その他  

 

２．事業方法書・普通保険約款 

(1)～(8) （略） 

(9) 保険金の支払基準及び限度額が適正であること(同条第４号）        

  ③（①又は②行う場合）保険金の支払基準・限度額 

                    適正 □  その他 □ 

 

（10）～（12） （略） 

（13） 規則第５３条の書面の受領を示す署名又は押印を得る措置が明確に定

められていること（同条第８号） 

本項無関係  □  要件に合致 □  その他 □ 
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現行 改定案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①規則第５３条第１号～第４号への該当 

右のいずれでもない □  第１号（給付金額の変動）該当 □   

（②の記載不要）       第２号（外国通貨表示）該当  □  

                    （事業者向け専用のものを除く） 

                 第３号（予定解約率、解約返戻金なし） □ 

第４号（転換型）   □ 

特約自由等を採用  □ 

 

②規則各号に示す内容を記載した書面の交付及びその受領の署名押印を

得る措置の規定 

事業方法書上明確に記載 □   その他 □ 

(14) 保険会社が契約内容の変更ができる保険契約の場合の要件（同条第９

号） 

本項無関係  □  要件に合致 □  その他 □ 

 

①契約内容変更規定 

右のいずれでもない□ 変更規定□ 特約自由等□ 

（①②の記載不要）    あり      を採用 

 

②契約内容変更の要件、変更箇所、変更内容、契約者への通知の時期 

契約上明確に規定  □  その他 □ 
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現行 改定案 

 

 

 

 

 

３．算出方法書 

(1) 算出方法書が保険数理に基づき合理的・妥当であること(法第５条第１項第

４号イ）  

純率 

算定会参考純率□  自社固有データ実績    □ 

      その他        □  他の国内データ等実績  □ 

                       海外のデータ等実績    □ 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③変更の通知に対しての解除 

       不利益なく解除できる □  その他 □ 

 

 

３．算出方法書 

(1) 算出方法が保険数理に基づき合理的・妥当であること(法第５条第１項第４

号イ） 

純率 

算出機構参考純率□  自社固有データ実績    □ 

      その他        □  他の国内データ等実績  □ 

                       海外のデータ等実績    □ 

 

 

（別紙５） 

○商品の概要書（生命保険会社用）･･ Ａ４版横書にて作成のうえ提出 

記載事項 記載内容等 

１．名称  

２．趣旨 当該商品を開発する必要性及びその必要性を客観的

に示す資料を添付する（追随商品は特に必要としな

い）。 

３．仕組・特徴 （１）モデル（図表） 

   責任準備金のラインを入れたもの。 
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現行 改定案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   代表的年齢による保険料例を含む。 

（２）特徴 

４．保障内容 （１）保険金等の種類 

（２）支払事由 

（３）支払金額 

（４）免責事由 

   約款上の文言を記載する。 

（５）その他 

５．保険期間等 （１）保険期間 

（２）保険料払込期間 

（３）契約年齢範囲 

６．保険金額制限 （１）同一被保険者限度 

（２）他保険金との通算限度 

   既存の基準に通算しない場合、その理由。 

7．危険選択の方法

及びその通算制限 

（１）告知扱 

（２）面接士扱 

   既存の基準に通算しない場合、その理由。 

（３）医師扱 

８．変更制度等 （１）減額、保険料払込期間変更等の保険期間中の変

更制度 

（２）他保険加入等の保険期間満了後の変更制度 

（３）契約内容変更条項（規則第11条第9号に係るも

の）の有無 
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現行 改定案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）その他特段の制限等 

９．付加範囲 （１）付加可能特約（特約の場合は主契約） 

（２）特約の場合、中途付加の可否 

   制限をかけている場合はその理由（特に特約の

場合に付加できる主契約を制限している理由） 

10．保険料払込方法 （１）経路 

（２）回数 

11．販売方法  

12．特別勘定運用体

制 

組織図、人員を添付する。 

13．その他 （１）当該商品の申請に併せて、従来の約款規定、事

業方法書上の基準等を変更している場合はその内

容、理由及び保険業法上の審査基準等に照らし検討

した内容。 

（２）新旧対比表（特に約款）の旧の部分については、

当該会社の新旧にこだわらず、他社例等参考となるも

のを記載する。 

（３）定型化された簡易なものあるいは他社の既存の

保険商品と実質的に同等の内容を有するものと判断

される場合は、その旨記載する。 
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現行 改定案 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（別紙６） 

○数理事項についての概要書（生命保険会社用）……Ａ４版横書にて作成のう

え提出 

記載事項 記載内容等 

１．保険料の計算の

方法に関する事項 

(1)計算基礎率一覧表（既存商品との比較を含む） 

①予定発生率等 

( ｉ )予定発生率 

給付事由と発生率との関係 

発生率作成フローチャート（基礎データの概要を含

む） 

給付内容が類似している既存発生率との相違点 

(ⅱ)保険料免除のための予定率 

保険料払込免除事由との関係 

新規作成の場合、予定率作成のフローチャート 

②予定利率 

設定根拠（幅認可の場合、実際の届出利率） 

③予定事業費率 

(ⅰ)新契約費率 

(ⅱ)維持費率 

(ⅲ)集金費率 

既存予定事業費率からの修正方法（算定根拠） 

(2)保険料の計算方法 
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現行 改定案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営業保険料の計算式及びその意味 

２．責任準備金の計

算の方法に関する

事項 

標準責任準備金対象契約であるか否か、またその

理由 

(1)保険料積立金の計算基礎 

①予定発生率 

保険料計算基礎と同じか否か、異なる場合はその

理由 

②予定利率 

保険料計算基礎と同じか否か、異なる場合はその

理由 

(2)保険料積立金の計算方法 

保険料積立金の積立方法(平準純保険料式、５年チ

ルメル式等) 

特別条件(特別保険料領収法)を付した場合の保険

料積立金への反映方法 

危険準備金の積立基準及び限度を新規設定する

場合、その計算式及び根拠 

３．契約者価額の計

算の方法及びその

基礎に関する事項 

(1)契約者価額の計算基礎 

①予定発生率 

保険料計算基礎と同じか否か、異なる場合はその

理由 

②予定利率 

保険料計算基礎と同じか否か、異なる場合はその
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現行 改定案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理由 

（２）契約者価額の計算方法 

①解約返戻金 

解約返戻金の計算方法 

 
記載事項 記載内容等 

４．社員配当準備金

又は契約者配当準

備金及び剰余金の

分配又は契約者配

当の計算方法に関

する事項 

 

５．未収保険料の計

算に関する事項 

 

６．保険金額、保険

の種類又は保険期

間を変更する場合

における計算の方

法に関する事項 

 

７．その他保険数理

に関して必要な事項

○上記以外に特筆すべき事項があれば記載する。 
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現行 改定案 

 

（新設） 

 

 

 
（別紙７） 

○商品の概要書（損害保険会社用） ･･･ Ａ４版横書にて作成のうえ提出 

記載事項 記載内容等 

１．名称  

２．趣旨  

３．商品内容 ①商品内容 

②適用条件 

③保険事故 

④被保険者 

⑤支払保険金 

⑥保険金の請求 

４．先行社  

５．保険期間  

６．保険料払込方法  

７．料率  

 

 
 

 

 


